
ベ
ッ
コ
ウ
ト
ン
ボ
観
察
会

お
よ
び
藺
牟
田
池
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ク
リ
ー
ン
作
戦

●
と
き
＝
４
月
28
日（
土
）

　

９
時
か
ら

　

＊
雨
天
中
止

●�

集
合
場
所
＝
い
こ
い
の
村
い
む
た

池
●�

定
員
＝
50
人

　
（
定
員
に
な
り
次
第
、
締
切
）

●
申
込
締
切
＝
４
月
23
日（
月
）

●
申
込
方
法
＝
電
話

●�

申
込
・
問
合
先
＝
本
庁
環
境
課
環

境
保
全
Ｇ（
内
線
２
７
２
２
）

ま
ご
こ
ろ
文
芸
講
座

　

｢

か
ご
し
ま
弁
で
あ
そ
ぼ
う
」

　

か
ご
し
ま
弁
や
身
近
な
道
具
を

使
っ
て
、
言
葉
の
楽
し
さ
を
味
わ
い

ま
せ
ん
か
。

●
と
き
＝
４
月
21
日（
土
）

　

10
時
30
分
〜
11
時
30
分

●�

と
こ
ろ
＝
川
内
ま
ご
こ
ろ
文
学
館

多
目
的
映
像
ホ
ー
ル

●
講
師
＝
植
村
紀
子

●�

対
象
＝
小
学
生
と
そ
の
弟
妹
・
保

護
者

●�

定
員
＝
１
０
０
人（
定
員
に
な
り

次
第
、
締
切
）

●
受
講
料
＝
無
料

●
申
込
方
法
＝
電
話
、
フ
ァ
ク
ス

●�
申
込
・
問
合
先
＝
薩
摩
川
内
市
民

ま
ち
づ
く
り
公
社（
川
内
ま
ご
こ

ろ
文
学
館
内
）

　

０
９
９
６（
２
５
）５
５
８
０

　

０
９
９
６（
２
０
）０
８
１
８

  

そ
の
他

「
新
生
児
紙
お
む
つ
券
」の

名
称
な
ど
が
変
わ
り
ま
す

　

市
内
の
登
録
事
業
所
で
紙
お
む
つ

を
購
入
で
き
る「
新
生
児
紙
お
む
つ

券
」の
名
称
が
４
月
１
日
よ
り
、「
す

く
す
く
ベ
ビ
ー
券
」に
変
更
に
な
り
、

内
容
も
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

【
旧
制
度
】

●
内
容
＝
紙
お
む
つ
の
み
の
利
用

【
新
制
度
】

●�

内
容
＝
紙
お
む
つ
関
連
商
品
、
ミ

ル
ク
関
連
商
品
、
べ
ビ
ー
フ
ー
ド

の
購
入
に
も
利
用
で
き
ま
す
。

＊�

３
月
31
日
ま
で
に
支
給
さ
れ
た

「
新
生
児
紙
お
む
つ
券
」は
、
有
効

期
限
ま
で
は
、
新
制
度
の
内
容
と

引
き
換
え
が
可
能
で
す
。

【
事
業
所
の
方
へ
】

■�「
す
く
す
く
ベ
ビ
ー
券
」が
利
用
で

き
る
事
業
所
登
録
を
、
随
時
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

●�

対
象
＝
市
内
に
店
舗
が
あ
る
事
業

所
●�

申
請
方
法
＝
本
庁
２
階
福
祉
課
子

ど
も
対
策
室
お
よ
び
各
支
所
市
民

福
祉
課
に
備
え
付
け
の
申
請
用
紙

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
直
接

ま
た
は
郵
送
で
申
し
込
み

●�

問
合
先
＝
本
庁
福
祉
課
子
ど
も
対

策
室（
内
線
２
３
６
２
）お
よ
び
各

支
所
市
民
福
祉
課

都
市
計
画
変
更
案（
薩
摩
川
内
市

公
共
下
水
道
）の
縦
覧

　

次
の
通
り
関
係
図
書
の
縦
覧
を
実

施
し
ま
す
。

●�

と
き
＝
４
月
13
日（
金
）〜
26
日

（
木
）８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　

＊
土
・
日
曜
日
は
除
く

●�

と
こ
ろ
＝
下
水
道
課（
東
郷
支
所

内
）

●�

変
更
案
の
種
類
＝
川
内
都
市
計
画

下
水
道

●�

変
更
案
の
名
称
＝
薩
摩
川
内
市
公

共
下
水
道

●
問
合
先
＝
水
道
局
下
水
道
課

　

０
９
９
６（
４
２
）２
３
３
０

限
度
額
適
用
認
定
証
の交

付
に
つ
い
て

　

４
月
か
ら
、
70
歳
未
満
の
方
の
入

院
に
対
し
て
も
、
現
在
の
70
歳
以
上

の
方
と
同
様
に
、「
限
度
額
適
用
認

定
証
」が
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の「
限
度
額
適
用
認
定

証
」を
保
険
医
療
機
関
で
提
示
す
る

と
、
一
つ
の
保
険
医
療
機
関
で
の
支

払
い
が
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
複
数
の
保
険
医
療
機
関

で
受
診
し
た
方
や
、
年
３
回
以
上
高

額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
、
４
回
目

以
降
の
軽
減
措
置
に
該
当
す
る
方
は
、

従
来
ど
お
り
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

●�
問
合
先
＝
本
庁
国
保
介
護
課
国
保

Ｇ（
内
線
２
６
４
１
・
２
６
４
２
）

お知らせコーナー

乳
幼
児
医
療
費
助
成
自
己
負
担
額
を

変
更
し
ま
す

　

平
成
19
年
４
月
診
療
分
よ
り
、
乳

幼
児
医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
次
の

表
の
通
り
変
更
に
な
り
ま
す
。

●�

問
合
先
＝
本
庁
福
祉
課
子
ど
も
対

策
室（
内
線
２
３
６
３
）お
よ
び
各

支
所
市
民
福
祉
課

市民税課税状況 「変更後　自己負担額」　
（平成 19年４月 1日以降の診療分より） 「変更前　自己負担額」

非課税世帯 ０円（全額助成します） ０円（全額助成）

課税世帯で対象児童
が３歳未満

０円（全額助成します）
＊３歳の誕生月までが該当になります。 3,000 円

�（3,000 円を超えた額を助成）課税世帯で対象児童
が３～６歳未満

3,000円（3,000 円を超えた額を助成します） 
＊６歳の誕生月までが該当になります。

＊誕生日が１日生まれの場合は誕生月の前月まで

18Kouhou  Satsumasendai 2007.4.10 ●




